
第２号様式

随意契約の内容の公表

※ 契約内容についてのお問い合わせ先は、市民生活部環境課です。

担 当 部 課 市民生活部環境課

契約締結年月日 令和５年４月１日

業 務 名 リサイクルひろば搬入指導等業務委託

業 務 の 概 要 リサイクルひろばの運営等

契約金額（税込）

年間見込額 ７，２９５，０８４円

【内訳】

１人当たり単価 年間予定額

⑴ １人 ７，５９２円/日 ６８３，２９８円

⑵ １人 ７，５９２円/日 １，５１８，４４０円

⑶ １人 ７，５９２円/日 ２，２６２，４７５円

⑷ １人 ７，５９２円/日 ７１３，６６６円

⑸ １人（７時間）８，４００円/日 ２，１１７，２０５円

１人（４．５時間）５，４００円/日

１人 １，１６０円/月（主任手当）

１人 １，１２０円/月（副主任手当）

事務費 委託料月額の１０％

契約の相手方

⑴ 株式会社ハートリフォーレ

⑵ 社会福祉法人ひまわり福祉会

⑶ 株式会社ムーンワーカー

⑷ 株式会社ジョブウェル

⑸ 公益社団法人尾張旭市シルバー人材センター

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項
（該当する□欄に印をつけること）

□ 第２号 その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

■ 第３号
障害者支援施設等により製作された物品の買入れ、役務の提供を受ける契
約をするとき。

□ 第５号 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

□ 第６号 競争入札に付すことが不利と認められるとき。

□ 第７号
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みの
あるとき。

□ 第８号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないと
き。

□ 第９号 落札者が契約を締結しないとき。

随意契約理由の説明及び

契約相手方の選定理由

障害者施設については平成２５年４月に施行された障害者総合支援法及び障害者優先調

達推進法に基づき、障害者の就労支援を図るため。

高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な業務を提供でき、

高齢者の職業の安定その他福祉の増進に関する事業を行う団体、かつ地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第３号に該当する団体であるため。


